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愛知県弥富野鳥園指定管理者業務仕様書 

 

 

第１ 目 的 

   愛知県弥富野鳥園（以下「野鳥園」という。）の利用者への便宜供与及び利用促進

並びに管理運営に付帯する業務に必要な仕様を定める。 

 

第２ 野鳥園の管理運営業務の基本方針 

 １ 野鳥園を広く県民の利用に供するとともに野鳥園の適正な管理を期するものとする。 

 ２ 野鳥園は、野鳥の保護及び生息地の保全を行い、調査・観察などを通じて、県民の

野鳥保護思想の普及啓発を図ることを目的に設置され、野鳥観察のための大型双眼鏡

を備えた展望室やパネル写真、鳥類の剥製等を展示している展示室等がある本館並び

に、様々な鳥類の生息に適した環境が保全整備された野鳥保護地及び来園者が休憩、

散策等ができる小公園等の設備を備えているので、その特色を生かし、安全安心で楽

しく県民に愛される施設を目指した管理運営を行うものとする。 

 

第３ 法令等の遵守 

   野鳥園の管理運営業務を行うにあたって、関連法令が有る場合は、それらを遵守す

ることとする。特に以下について注意する。 

 （１） 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）、

同法施行令（平成14年政令第391号）、同法施行規則（平成14年環境省令第28号） 

 （２） 森林法（昭和26年法律第249号） 

 （３） 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

 （４） 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

 （５） 愛知県弥富野鳥園条例（平成8年愛知県条例第3号）、同管理規則（平成8年愛知

県規則第5号） 

 （６） 施設維持、設備保守点検に関する法規 

     水道法（昭和32年法律第177号）、消防法（昭和23年法律第186号）、浄化槽法

（昭和58年法律第43号）等 

 （７） 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 （８） その他の関係法令 
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第４ 休業日及び利用時間 

 １ 休業日 

   野鳥園の休業日は、愛知県弥富野鳥園管理規則（以下「管理規則」という。）第二

条第一項に定める日とする。ただし、同条第三項により、県民サービス向上のために

これを超えて開業することは指定管理者の判断に沿って知事が承認するものとするが、

規則で定める日を開業しない場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

 ２ 利用時間 

   野鳥園の利用時間は管理規則第三条第一項に定める時間とする。ただし、同条第三

項により、県民サービス向上のためにこれを超えて開業することは指定管理者の判断

に沿って知事が承認するものとするが、規則で定める時間を開業しない場合は、あら

かじめ知事の承認を受けなければならない。  

 

第５ 野鳥園運営会議の開催 

   指定管理者は「野鳥園運営会議」の主体的な運営を行う。 

   ※「野鳥園運営会議」は、野鳥園の適正な管理と野鳥園の活性化を図るため県及び

関係者（野鳥保護団体を含む。）が協議する場として設置する。 

 

第６ 業務内容 

 １ 指定管理者の業務及び管理の基準 

（業務） 

（１）愛知県弥富野鳥園条例（以下「条例」という。）第四条の規定により野鳥園の

利用に係る指示をすること。 

  （２）その他野鳥園を維持管理し、及び運営すること。 

① 野鳥の生息地を保全する業務 

     ア 鳥類の生息地として、野鳥保護地内の樹林地、草原、湿地、池等生息環境

の保全を図る。 

     イ 野鳥の生息環境の保全を図るため、県が実施するカワウを始めとする野鳥

対策（営巣状況調査、ねぐら調査等を含む。）には積極的に協力をする。 

    ② 野鳥を観察するための施設を利用させる業務 

     ア 鳥類保護思想の普及啓発を図るため、野鳥保護地において野鳥の観察会を

開催する。 

     イ 来園者が多い大型連休、愛鳥週間及び夏休み等には普及啓発行事を企画し

実施する。 
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    ③ 野鳥に関する資料を展示する業務 

      本館２階展示室、資料室等の展示物を維持管理し、及び展示内容の企画検討

を図る。 

    ④ 野鳥に関する調査業務 

     ア 鳥類保護事業の基礎資料とするために、園内の鳥類の種類・生息数・生態

等の把握を目的とする調査を実施する。 

     イ 野生鳥類の生態を把握するため環境省等が実施している鳥類標識調査につ

いて、積極的に協力をする。 

    ⑤ 野鳥の保護に関する業務 

 県の鳥獣保護センターとしての役割を果たすため、傷病鳥に関する相談窓口

として適切な指導を実施し、持ち込まれた傷病鳥の保護、野生復帰のための取

組みを実施する。 

    ⑥ 園内の施設並びに建物工作物及び機械装置等を維持管理する業務 

     ア 来園者の憩いの場としての環境を維持するため、清掃を実施するとともに、

樹林地、芝地等の適正な維持管理を図る。 

     イ 関係法令に基づく検査及び点検業務を実施し、適正な施設管理を図る。 

（基準） 

（１）関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理者

業務を行うこと。 

 （２）野鳥園を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。 

 （３）指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り

扱うこと。 

 （４）（１）から（３）のほか、知事が定める基準 

 ２ 指定管理者の業務から除く範囲 

   県が別に使用許可を与える施設（電柱、地中線設備及び公衆電話ボックス等）につ

いては、第６第４項から第５項の業務は行う必要はないものとする。 

 ３ 体制の確保 

  （１）野鳥園の管理運営にかかる業務を適切に実施するため、業務全体を総合的に把

握し調整する総括責任者及び業務の区分（運営業務、施設管理業務）ごとに総合

的に把握し調整する業務責任者を定め、業務の開始前に県に報告するものとする。 

総括責任者を変更した場合も同様とする。 

  （２）本仕様書に掲げる業務に支障のないように要員を配置し、管理運営にあたるも

のとする。 
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  （３）業務を実施する者は、その内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有する者

とする。野鳥園の業務については、野鳥に関連する業務が多いことから、これら

の業務を適切に実施できる専門的知識等を有する者を配備ないし確保すること。 

  （４）管理事務所長（総括責任者と兼ねることができる。）を１人配置する。 

  （５）運営組織体制を保持し、職員の育成及び運営に必要な研修をマニュアル化し、

実施する。 

 ４ 運営業務 

   野鳥園は、常に利用者に開かれたものとし、県民を始めとするすべての野鳥園利用

者に対し公平な運営に留意して以下の業務を行うとともに、野鳥園利用者への便宜供

与、利用促進、安全管理について、指定管理者の判断により適切に行う。 

  （１）園内案内、利用案内、接遇業務 

ア 接客対応、電話対応、団体対応（学校行事・一般団体・視察等）、苦情対応

等にあたる。 

イ 本野鳥園が県の公の施設であることを認識し、常に県民本位の観点から案内

業務にあたる。 

ウ 野鳥園に関する要望及び苦情に対しては誠意をもって対応するとともに、速

やかに内容を県へ報告する。 

  （２）野鳥園利用者ニーズの把握とサービス向上に関する業務 

ア 利用者や地域住民の意見・要望の聴取等、利用者ニーズの適切な把握を行う。 

イ 利用者ニーズを反映した運営を行い、サービス向上に努める。 

  （３）利用促進に関する業務 

ア 定期又は不定期に行うイベント等を企画し実施する。 

      野鳥園で実施する主なイベント、行事等については野鳥園の設置目的、役割

に沿った内容で、別表１を参考とし、野鳥園の利用促進が図れるよう指定管理

者の判断で実施する。 

    イ イベント開催時には、詳細事項についてマニュアルを作成する。 

    ウ 県又は県内市町村、他団体等との共同イベント等の企画及び実施をする。 

    エ 県又は県内市町村、他団体等が開催するイベント等へ支援・協力を行う。 

オ 総合的な学習の時間における利用、遠足等児童生徒の利用、学校行事促進に

積極的に取り組む。 

    カ 各種団体へ誘客活動する。 

  （４）本野鳥園の情報提供、広報、広告に関する業務 

ア ＰＲ用ポスター・チラシ及び普及啓発用印刷物等を作成・配布する。 
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イ 各種のマスメディアを利用した広告を企画、制作し、利用促進を図る。 

ウ 旅行代理店等への誘客活動を行う。 

エ 野鳥園を紹介するウェブページの開設及びメンテナンスを行うとともに、同

ウェブページ及びSNSでのイベント等の情報発信を積極的に行う。 

オ 他の県有施設等との連携を積極的に図り、他の県有施設及び県内市町村等を

紹介するポスターの掲示、パンフレット・チラシ等の配布等を行い、相互の利

用促進を図る。 

  （５）地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等との連絡調整業務 

ア 地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等と協調を図り利用促進活動に

努める。 

イ 地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等からの依頼等には誠意を持っ

て対応する。 

ウ 近隣地域への応対にあたっては、地域社会の一員であることを認識し、誠意

をもって対応し、地域振興に資する活動等についても、積極的に取り組む。 

  （６）県民やボランティア等との協働事業の推進 

ア ボランティア等との協働により、施設管理や環境保全に資する活動や環境教

育、体験学習等を積極的に推進する。 

イ ボランティア等との協働により、野鳥園利用者参加型のイベント等の開催を

積極的に推進する。 

  （７）迷子、拾得物及び遺失物の対応に関する業務 

     迷子の捜索・保護及び放送並びに拾得物の保管並びに遺失物の捜索を行う。状

況に応じて警察等の協力を要請する等、適切な対応に努める。 

  （８）各施設、ゲートの開錠及び施錠の管理業務 

ア 開錠及び施錠は確実に行うこと、特に施錠については複数回確認すること。 

イ 鍵の保管は厳重に行うこと。 

  （９）緊急・救急対応に関する業務 

ア 災害及び野鳥園内で急病人やけが人、犯罪等が発生した場合の対応、救護及

び関係部署への速やかな通報、事故報告を行う。 

イ 緊急・救急対応は県が定める「災害時対応マニュアル」によって対応する。 

ウ 災害その他の事故等に迅速に対応できるよう、簡易な薬品、資機材等を常備

するとともに、県が定めるマニュアルとは別に詳細事項についてマニュアルを

整備し、職員へ周知するとともに、災害時の連携・協力に関する県・市町村等

との事前調整など、非常時の対応について十分な対策を講じる。 
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エ 災害その他の事故等が発生した場合は、マニュアル等に基づき、利用者の安

全確保を第一に、直ちに、最も適切な措置を講じる。 

なお、利用者が帰宅困難となった場合、災害情報の提供に努めるとともに、

マニュアル等に基づき、近隣の避難所等へ誘導を行う。 

     オ 本施設は弥富市の指定避難所に指定されていないが、弥富市から本施設を指    

定避難所として指定することについて打診があった場合には、速やかに県に報

告するとともに、可能な限り弥富市からの打診に応じることを前提に、弥富市

及び県と協議を行うこと。 

カ 自動対外式除細動器（ＡＥＤ）について、指定管理業務に従事する者に対し

て取扱い研修を受けさせること。 

  （10）警備に関する業務 

ア 利用時間内においては、施設内を適宜巡回し、不審者・不審車両の進入防止、

火の元及び消火器・火災報知器等の点検、放置物の除去等避難導線の常時確保、

不審物の発見・処置等を行う。 

イ 利用時間外においては、必要に応じ機械警備を実施する等、異常の発生に際

しては速やかに対応できるようにする。（現行の警備方法は別表２のとおり） 

ウ 警備業務従事者は、警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号）上の適

格者であるとともに、野鳥園や類似施設の管理相応の知識と経験を有する者と

する。 

エ 混雑時等においては適宜駐車場整理にかかる警備員を配置する等混雑の緩和、

安全確保に努めるとともに、野鳥園周辺交通状況について地元警察署からの依

頼等については、積極的に協力する。 

  （11）園内巡視及び利用指導に関する業務 

ア 利用者が安全・快適に本野鳥園を利用できるよう園内巡視を常に行う。 

イ 常に利用者及び来園車両の動向を総合的に判断し、適切な利用指導と管理が

迅速に行われるよう努める。 

ウ 不適当な利用者、条例で規定される禁止行為をした者及び明らかに危険の恐

れがあると認められる者については、直ちにこれを制止して、他の利用者の適

正かつ安全な利用が図られるよう努める。 

  （12）その他利用者へのサービスに関する業務 

車椅子等利用者へのサービスに関する備品等の貸出及び管理を行う。 

 ５ 施設管理業務 

   業務の対象は、本館維持（建築物、電気設備、機械設備、建築物付属備品、工作物
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等）及び園地管理（野鳥保護地、小公園）等とする。（主要建築物は別表３のとおり）

業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守すること。施設管理業務には、専

門的な知識、技能、資格を有する者があたるものとし、建築物については、国土交通省

大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（一般財団法人建築保全センター発

行）」を基本にして実施することとする。実施回数及び実施範囲などは別表４～７を参

考とし、野鳥園利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、指定管理者の判断で行

うこととする。 

  （１）留意点 

ア 施設管理について、年間及び指定期間中の長期的な管理計画を作成し、計画

に沿った施設管理作業マニュアルを作成する。 

イ 長期的な視野を持ち、健全に施設を維持管理するよう努める。 

ウ 施設管理費の低減を図るため、新たな施設管理手法等について積極的に取り

組む。 

エ 県への連絡、報告を密にして計画的な管理を行うとともに、県と協力し事故

防止に努める。 

オ 施設の管理に当たっては、電気等の効率的利用、廃棄物の発生抑制とリサイ

クルの推進、環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環

境への配慮を行う。 

また、愛知県庁の環境保全のための行動計画（あいちエコスタンダード）に

基づき、エネルギーの使用実績について県に報告を行う。 

  （２）建築物、電気設備、機械設備、建築物付属備品及び工作物管理業務（以下「建

築物等」という。） 

    ア 点検業務 

建築物等の性能又は機能の維持に必要な点検を行う。 

（法定点検：建物・建築物付属品、防火設備、浄化槽） 

    イ 保守業務 

建築物等の性能又は機能の維持に必要な保守を行う。 

    ウ 建築物等清掃業務 

野鳥園利用者が快適に利用することができ、建築物等の性能又は機能の維持

に必要な日常清掃、定期清掃を行う。 

    エ 異常発見時の処置 

異常を発見したときは、速やかに使用停止あるいは応急措置等を行い、速や

かに県に報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。 



- 8 - 

 

なお、利用時間外においては、機械警備を設置する等、異常の発生に際して

は速やかに対応できるようにする。 

  （３）園内等清掃業務 

野鳥園利用者が快適に利用できるよう適切に清掃を行うとともに、野鳥園利用

者の支障とならないように十分配慮する。 

ア 屋外清掃 

園内のごみ拾い、東屋等の掃き拭き及びごみ拾い、ベンチ・テーブルの掃き

拭きなどを行う。また、敷地周辺についても、ごみ拾いなどを行い、美化に努

める。 

イ トイレ清掃 

園内（本館含む。）トイレの便器、洗面台等の洗浄、汚物類の収集と処理、

床面掃き拭き、壁面及び鏡の雑巾がけ、トイレットペーパー及び液体洗剤等の

補充などを行う。 

    ウ ごみ搬送 

      館内ごみ箱内のごみの収集、運搬及びごみ箱の清掃、各施設内で収集された

ごみの搬送などを行う。 

エ 廃棄物処理 

ゴミは、紙類、プラスチック類、空缶（スチール、アルミ、空瓶など）に分

別し、集積場へ運搬する。野鳥園内の一般廃棄物及び不燃廃棄物を集積所から

館外に搬出し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日

法律第１３７号）等関係諸規程に準じて適正に処理する。不燃廃棄物は、適正

な中間処理施設及び最終処分場等に搬入し処理する。資源廃棄物の処理にあた

っては、リサイクルに努め、資源の再生化を行う。 

（４）園地管理業務（野鳥保護地、小公園） 

多くの野鳥が飛来するような、野鳥の生息地としての機能向上を図るとともに、野

鳥園利用者の安全確保と利用促進のための整備を行う。 

ア 野鳥保護地 

樹林地の除間伐や剪定、植栽などの必要な整備を行う。また、野鳥観察会等の保

護地の利用に支障のないよう除草、剪定などの管理道の整備を行う。 

イ 小公園 

樹林地の剪定や植栽、芝刈、除草などの必要な整備を行う。 

 ６ 管理運営において配慮すべき事項 

野鳥園敷地内の設置許可施設、管理許可施設の管理者と協調を図り、野鳥園の管理
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運営に努める。 

 ７ 資格 

  （１）指定管理者が本書に定める業務を実施するために必要な官公署の免許、許可及

び認定等を受けていること。また、個々の業務について本書の規定により再委託

を行う場合には、当該業務について当該再委託先がそれぞれ上記の免許、許可、

認定等を受けていること。 

  （２）指定管理者は、自らの職員又は本書に定める再委託先の職員のうちから野鳥園

の管理及び運営に必要な資格を有する者をあらかじめ指名し、野鳥園に配置しな

ければならない。 

ただし、法令等により野鳥園への常駐が義務づけられていない者については、

あらかじめ当該資格を有する者の氏名等を県に届け出ることにより野鳥園への配

置義務を免除する。 

 

８ 再委託 

  （１）指定管理者は、本仕様書で規定する業務の全部を一括して、又は業務の主たる

部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

  （２）前項の業務の主たる部分とは、第６の４「運営業務」とする。 

  （３）指定管理者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合

は、あらかじめ県の承諾を得なければならない。 

  （４）県は、指定管理者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号

又は名称その他必要な事項の通知を請求できる。 

 

第７ 管理運営に要する費用 

野鳥園の管理運営に必要な費用については、県が指定管理者に支払う経費（以下「指

定管理料」という。）で賄うこととする。 

県は、野鳥園の管理運営に必要な経費として、予算額の範囲内で年度ごとに指定管

理料を支払う。この場合の支払時期や方法については協議の上決定し、年度別協定で

定める。なお額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として委託

料の変更は認めない。 

 

第８ 経理 

 １ 予算執行 

野鳥園は公の施設であることに鑑み、指定管理者は適正な経理を行わなければなら
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ない。 

 ２ 経理規程 

指定管理者は、経理規程を策定し、経理事務を行う。 

 ３ 立ち入り検査 

県は必要に応じて、施設、物品各種帳簿などの現地調査を行うことができる。 

 

第９ 事業計画書及び事業報告書の提出 

 １ 指定管理者は、事業計画書を作成し、毎年度開始２か月前までに県に提出しなけれ

ばならない。 

 ２ 地方自治法第２４４条の２第７項の規定により指定管理者は、１事業年度が終了す

るごとに、施設管理運営業務について、県から支払われる野鳥園の運営に係る経費の精

算書とともに、当該年度事業内容を報告する書類（以下「事業報告書」という）を速や

かに提出しなければならない。 

 ３ 事業報告書に記載する報告内容は、管理運営の実施状況、野鳥園の利用状況、受託

及び自主事業の実施状況などの事項とするが、具体的内容については協定で定める。 

 ４ 県は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して、定期又は必要に

応じて臨時に報告を求めることが出来る。 

 ５ 提出された精算書及び事業報告書の内容に基づき、指定管理者の業務内容改善の必

要があると認められるときは、県は実地に調査し、必要な指示を行う。 

 ６ 県は提出された事業報告書の内容を確認し、その内容が事業計画の趣旨、内容から

逸脱・違反したものであった場合若しくは別に定める基本協定書、当該年度協定書に

逸脱・違反するものであった場合又は県の指示に従わない若しくは指示によっても業

務内容に改善が見られないと認められた場合は、指定を取り消し、又は業務の一部若

しくは全部を停止させることがある。 

 

第１０ 物品 

 １ 県は指定管理者に、野鳥園の管理・運営に必要となる物品（別表８参照）について

貸与する。 

 ２ 指定管理者が管理運営費で購入した物品は、県に帰属する。また、指定管理者が自

ら所有する物品を持ち込んだ場合及び管理運営費以外の経費で任意に購入・調達した

物品については、指定管理者に帰属し指定期間終了時には指定管理者が自らの費用と

責任で撤去・撤収するものとする。ただし、県と指定管理者の協議において両者が合

意した場合、指定管理者は県又は県が指定するものに対して引き継ぐことができるも
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のとする。 

 ３ 県有物品については、愛知県財務規則（昭和39年愛知県規則第10号）に基づき管理

を行い、廃棄などの異動については、県と協議の上行うこと。 

 ４ 県有物品については、物品管理台帳を備えて管理すること。 

 ５ 県有物品の修理（県が貸与する公用車の維持に係る費用を含む）については、指定

管理者が負担するものとし、県有物品の更新にかかる経費については、県及び指定管

理者で協議し、負担する者を決める。 

 

第１１ 施設の維持補修・改良、更新 

   指定管理者が管理運営を行う施設の維持補修・改良、更新に要する経費の負担は次

のとおりとする。 

  （１） 維持補修・改良 

ア 法人税法基本通達第７章第８節「資本的支出と修繕費」を基準とし、修繕費

に区分される通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に要する経費は、指

定管理者の負担とする。 

イ アに規定する通達により資本的支出に区分される資産価値を高め又は耐久性

を増すために要する経費は、県の負担とする。 

  （２） 更新 

ア 指定管理者の運営上の事由による場合は、指定管理者の負担とする。 

イ 経年劣化による場合は、県の負担とする。 

 

第１２ 損害賠償等 

指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それに

よって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、県が特別の事情があると認

めたときは、県はその全部又は一部を免除することができるものとする。 

 

第１３ 保険への加入 

指定管理者は、野鳥園利用者等の事故に対応するため以下の保険に加入すること。 

  （１）賠償保険  野鳥園利用者、ボランティア等の事故に対応するため 

  （２）傷害保険  イベント参加者等の事故への対応のため 

 

第１４ 指定期間の前に行う業務 

１ 協定項目について県との協議 
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２ 配置する職員等の確保、職員研修 

３ 業務等に関する各種規程の作成、協議 

４ 現行の管理団体からの業務引継ぎ 

 

第１５ 業務引継ぎ 

指定管理者は、指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業

務を引き継ぐ場合には、次の項目に留意すること。 

（１）指定管理者は、野鳥園利用者の利便性を損なわないよう、次期指定管理者と協

力して円滑に引継ぎを行うよう努めること。 

（２）県及び次期指定管理者から、本業務を通じて得た資料・情報等の請求があった

場合は、現指定管理者の不利益になると県が認めた場合を除き、すべて応じるこ

と。 

（３）引継ぎは、次期指定管理者の決定後から業務開始までの間で、県が指定する期

間で行うこと。 

（４）引継ぎが未完了と県が認めた場合には、指定期間終了後であっても、無償で引

継ぎを行うこと。また、必要な引継ぎが行われないことにより次期指定管理者の

業務に支障が生じ、県に損害を与えた場合は、県は現指定管理者に対し損害賠償

を求めることができる。 

 

第１６ 留意事項 

業務を実施するに当たって次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１） 公平な運営 

公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の団

体等に有利不利になるような運営はこれを慎むこと。また、障害者や高齢者等

が利用しやすく、イベントや野鳥園管理等に参加できるよう配慮すること。 

（２） 県との連携 

ア 記録等の作成及び保存 

（ア）管理運営並びに経理状況に関する帳簿類は常に整理し、県から野鳥園の管

理運営業務又は経理状況に関する報告や実地調査を求められた場合には速や

かに指示に従い、誠実に対応すること。 

（イ）運営業務、施設管理業務の業務状況の記録、各種マニュアル、点検結果記

録及び作業記録写真等について県から請求のあった際は、速やかに提示、提

出できるようにすること（指定期間終了時には県へ引き継ぐこと。）。 
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イ 県からの要請への協力 

（ア）県から、野鳥園の管理運営並びに野鳥園の現状等に関する調査及び資料作

成等の作業の指示があった場合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこ

と。 

（イ）その他県が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、行催事

イベント、要人案内、監査･検査等）への支援・協力、又は事業実施を積極的

かつ主体的に行うこと。 

（３） 各種規程の作成 

指定管理者が野鳥園の管理運営を行う上で各種規程、要領、要綱等を作成す

る場合は、内容について県と協議を行うこと。 

（４） ネーミングライツ 

指定管理期間中にネーミングライツを導入する際には、公募によりネーミン

グライツパートナー（以下、「パートナー」という。）を募集することとなる。 

その場合、協定書などの正式名称を使用しなければならない場合を除き、県

とパートナーが締結した契約に従って、愛称を施設の名称として使用するなど、

パートナーの権利を確保すること。 

 

第１７ 報告 

各業務については、業務報告を毎月１０日までに先月分を一括して報告するものと

する。 

 

第１８ その他 

その他、この仕様書に記載のない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じた

場合は、県と協議を行う。 
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別表１ 主なイベント、行事等 

 

箇 所 内 容 実施時期 

野鳥保護地内 

 

野鳥保護地を活用した野鳥観察会等 

 

愛鳥週間（５月１０日～１６日）

中の日曜日、環境の日（６月５

日）もしくはその前後の日曜日、 

その他野鳥観察に適した季節の

日曜祝日等 

本館２階 

展示室・会議室 

野鳥保護に関する普及啓発行事 

環境学習に関する普及啓発行事 

４～５月の大型連休 

愛鳥週間（５月１０日～１６日） 

夏休み、冬休み、春休み等 

本館３階展望室 大型望遠鏡を利用した普及啓発活動 土、日、祝日等 

野鳥園外施設 園外における野鳥園のＰＲ 

野鳥園が主催した行事紹介 

通年 

 

 

別表２ 現行の警備方法 

 

箇 所 
時間帯別警備方法 

備考 
開園時間 開園時間外 

本館 職員による巡回警備 機械警備  

車庫・ポンプ室 職員による巡回警備 機械警備  

その他園地 職員による巡回警備 なし  

※上記は現行の警備方法であるが、変更することも可能。 

 

別表３ 主要建築物 

 

名     称 構造階数 延床面積 備 考 

本館（管理事務所含む。） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 延549.99㎡ １階 事務室、応接室、調査室 

２階 展示室、資料室、会議室 

３階 展望室       等 
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別表４ 建築物等の定期の点検・保守 

 

項   目 内   容 標準回数 

屋根 雨漏り、変形、破損の有無 

屋根材のズレの有無 等 

１回／年 

とい 堆積物・ごみの有無、変形・破損の有無 

取付金具の状態 等 

１回／年 

外壁 ひび割れ・破損・剥離・剥落の有無 等 １回／年 

自動ドア 建具・レールの変形、摩耗状況 

ドアの走行抵抗の状態、駆動装置の作動状態 

作動センサーの感度 等 

開館時 

に点検 

 

床 タイルのひび割れ・浮きの有無、摩耗状況 

畳敷きの摩耗状況、汚損の有無 等 

１回／年 

内壁 タイルのひび割れ・浮きの有無、摩耗状況 

ボード類のひび割れ、汚損の有無 

壁紙の剥離・汚損の有無 

トイレブースの破損・変形の有無 等 

１回／年 

 

天井 雨漏りの有無、塗装の剥落の有無 

点検口の変形の有無 等 

１回／年 

カーテン・ブラインド 汚損・変形の有無 等 １回／年 

手すり 取付状態 等 １回／年 

その他 東屋の屋根、テーブル、椅子の破損、汚れ状況等                  １回／週 

照明器具 汚損・損傷、発錆状況、反射板の汚れの有無 

ランプ切れ・点灯時のうなり音・ちらつきの有無                   

等 

開館時 

に点検 

門扉、塀 作動状態、錆・腐食の有無 等 開館時 

に点検 

排水管、マンホール、桝等 排水状態、地盤面の沈下の有無 

マンホール蓋の破損の有無 等 

１回／週 
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項   目 内   容 標準回数 

標識類及び備品等 数量 別表８のとおり 

汚損、変形の有無 等 

１回／週 

分電盤・開閉器 壁・床への固定状態 

雨水の浸入・異常な加熱・振動等の有無 

遮断器・タイマー等の性能（要試験） 

絶縁抵抗・接地抵抗の状態（試験を実施し、 

規定値の範囲内であること。） 等 

１回／年 

受変電設備 過熱・油漏れ・変形等の有無 

絶縁抵抗・接地抵抗の状態（試験を実施し、 

規定値の範囲内であること。） 等 

１回／年 

本館建物・建築設備 ※ 法定点検を行うこと。 

（建築基準法に基づく建築物点検、建築設備点検） 

建築物1回/3年 

建築設備1回/年 

空調設備（冷暖房機器） 据え付け状態、異常音の有無 

フィルターの汚れ・冷媒の漏出の有無  等 

冷暖房切替時 

冷房用３回/年 

暖房用２回/年 

業務用エアコン 

（フロン排出抑制法の対

象機器） 

目視による簡易点検 

異常音、外観の損傷・摩耗・さびその他の劣化、

油漏れ、熱交換器の霜の付着状況確認 等 

簡易点検１回/3月 

 

機器管理に係る資格等を保有する者による直接

法や間接法による冷媒漏えい点検 

定期点検1回/3年 

業務用冷凍庫 目視による簡易点検 

異常音、外観の損傷・摩耗・さびその他の劣化、

油漏れ、熱交換器の霜の付着状況確認 等 

簡易点検１回/3月 

 

危険物施設 

（地下貯蔵タンク2000ﾘｯﾄﾙ未満） 

据え付け状態、漏出の有無 等 １回／年 

防災設備 

（消防用設備） 

※法定点検を行うこと。 総合点検１回/年 

機器点検２回/年 
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浄化槽設備 

本館：１基 

小公園：２基 

※法定点検及び法定検査を行うこと 

本館：単独処理全ばっき方式 70人槽 

小公園：単独処理分離接触ばっき方式 50人槽 

 

長寿命化改修工事後 

本館：合併処理 担体流動循環方式 35人槽 

小公園：合併処理 接触ろ床方式 10人槽 

（保守点検） 

本 館 ６回/年 

    4回/年 

小公園 ６回/年 

    3回/年 

（法定検査） 

１回／年 

（清 掃） 

本 館 ２回/年 

    1回/年 

小公園 １回/年 

自家用電気工作物 作動状態 等 ６回／年 

・関係法令等に規定されているものについては、法令等で定める回数で実施すること。 



- 18 - 

 

別表５ 建築物等の清掃 

 

 

 

 

項目・内容 

標  準  回  数 

事務室 

応接室等 

廊下 

階段 

玄関 

便所 

洗面所 

展示室 

資料室 

展望室 

 

その他の室 

 

清掃 １／週 １／週 １／日 １／週 １／週 

床（ワックス等） １／年 １／年  １／年  

展示物、剥製、

備付物品等の 

手入れ 

    

１／年 
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別表６ 鳥類生息地（野鳥保護地）の保全整備 

 

 

 
項目・内容 

標  準  回  数 

管理道・散策路 樹林地・芝地・草原 池 

除伐・剪定・植栽 １／年   

除草 ８／年 １／月  

葦刈（観察ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ周辺）  ２／年  

清掃・整備 １／月   

水質検査※   ４／年 

※水質検査は、JIS K0102に準じて行うこと。 

検査項目：水素イオン濃度、溶存酸素量、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、

浮遊物質量、全窒素、全りん、塩化物イオン 

 

 

別表７ 小公園の維持管理 

 

 

項目・内容 

標  準  回  数 

樹林地 駐車場 車庫等 
広 場 等 

芝地 東屋 便所 

肥培    １／年   

病虫害防除 必要に応じて 

除草 ２／年   ２／年   

剪定・植栽 １／年      

芝刈    ３／年   

除草剤散布    ２／年   

清掃 １／月 １／週 １／週 １／週 １／週 １／日 
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別表８ 物品品目別一覧表（令和７年４月末現在） 

番号 物品管理番号 品名 

 １ ０１０２００６－０５０５－０８００００２ 飼育かご 

２ ０２０１００３－１２３７－０８００００１ 三脚 

３ ０２０１００３－１２３７－０８００００２ 三脚 

４ ０２０１００４－１２６１－８２００００５ 望遠鏡 

５ ０２０１００４－１２６１－９００００１０ 望遠鏡 

６ ０２０１００４－１２６１－９３０００３９ 望遠鏡 

７ ０２０１００４－１２６１－０８０００１２ 望遠鏡 

８ ０２０１００４－１２６１－０８０００１３ 望遠鏡 

９ ０２０１００４－１２６１－１８００００１ 望遠鏡 

１０ ０２０１００４－１２６１－１８００００２ 望遠鏡 

１１ ０２０１００４－１２６３－８６０００２７ 双眼鏡 

１２ ０２０１００４－１２６３－８６０００２８ 双眼鏡 

１３ ０２０１００４－１２６３－８９００００１ 双眼鏡 

１４ ０２０１００４－１２６３－８９００００２ 双眼鏡 

１５ ０３０１００５－１８０９－７５００００６ 動物専用保健衛生機械器具 

１６ ０３０１００５－１８０９－７５００００７ 動物専用保健衛生機械器具 

１７ ０４０１００１－２０００－９６００００８ 発電機 

１８ ０４０１００２－２０７４－１８０００４８ 電気冷蔵庫 

１９ ０４０１００２－２０７５－０７０００２４ 電気冷凍庫 

２０ ０４０１００２－２０８３－７８００４０４ 電気掃除機 

２１ ０４０２００２－２２２４－８８０００３２ アンプ 

２２ ０４０２００２－２２２９－０９００２６７ テレビ受像機 

２３ ０４０２００２－２２３４－８９００００７ 音響・映像装置周辺機器 

２４ ０６０１００２－２９２０－９７００００１ 机 

２５ ０６０１００２－２９３３－８９００１２１ 応接机 

２６ ０６０１００３－２９７１－７５００７０９ 応接用椅子 

２７ ０６０１００４－３００６－７５００２０３ 図書戸棚 

２８ ０６０１００４－３００６－７５００２０４ 図書戸棚 

２９ ０６０１００４－３００６－７５００２０５ 図書戸棚 

３０ ０６０１００４－３００６－７５００２０６ 図書戸棚 
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３１ ０６０１００４－３０１１－７５００１０６ 食器戸棚 

３２ ０６０１００４－３０１４－７５０００１８ 薬品戸棚 

３３ ０６０１００４－３０１６－７５００００５ 工具戸棚 

３４ ０６０１００４－３０１９－９００００１１ 陳列棚 

３５ ０６０１００４－３０１９－９００００１２ 陳列棚 

３６ ０６０１００４－３０１９－９００００１３ 陳列棚 

３７ ０６０１００４－３０１９－９００００１４ 陳列棚 

３８ ０６０１００４－３０１９－９００００１５ 陳列棚 

３９ ０６０１００４－３０１９－９００００１６ 陳列棚 

４０ ０６０１００４－３０１９－９００００１７ 陳列棚 

４１ ０６０１００４－３０１９－９００００１８ 陳列棚 

４２ ０６０１００４－３０１９－９００００１９ 陳列棚 

４３ ０６０１００４－３０１９－９５００００２ 陳列棚 

４４ ０６０１００４－３０１９－９８００００２ 陳列棚 

４５ ０６０１００４－３０１２－９７０００１６ 箱・ケース 

４６ ０６０１００４－３０３２－７５０００８２ 図面保管キャビネット 

４７ ０６０１００４－３０３３－７６００２１４ 書類整理箱 

４８ ０６０１００４－３０４０－７５０００８３ 金庫 

４９ ０６０１００５－３０７１－８９００１１６ 台 

５０ ０６０１００５－３０７６－７５０００６４ 実験台 

５１ ０６０１００５－３１０３－７５００１０４ 黒板・白板 

５２ ０６０１００５－３１０３－８３００１０５ 黒板・白板 

５３ ０６０１００５－３１０４－８９０００８９ 表示・掲示板 

５４ ０６０１００５－３１０６－７４００５７６ 案内・標識板 

５５ ０６０１００５－３１０６－７４００５７７ 案内・標識板 

５６ ０６０１００５－３１０６－７４００５７８ 案内・標識板 

５７ ０６０１００５－３１０６－７４００５７９ 案内・標識板 

５８ ０６０１００５－３１０６－７４００５８０ 案内・標識板 

５９ ０６０１００５－３１０６－７４００５８１ 案内・標識板 

６０ ０６０１００５－３１０６－７５０００６９ 案内・標識板 

６１ ０６０１００５－３１０６－７５００５８２ 案内・標識板 

６２ ０６０１００５－３１０６－７５００５８３ 案内・標識板 
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６３ ０６０１００５－３１０６－７５００５８５ 案内・標識板 

６４ ０６０１００５－３１０６－７５００５８６ 案内・標識板 

６５ ０６０１００５－３１０６－７５００５８７ 案内・標識板 

６６ ０６０１００５－３１０６－７５００５９５ 案内・標識板 

６７ ０６０１００５－３１０６－７５００５９６ 案内・標識板 

６８ ０６０１００５－３１０６－７５００５９７ 案内・標識板 

６９ ０６０１００５－３１０６－７５００５９８ 案内・標識板 

７０ ０６０１００５－３１０６－７５００５９９ 案内・標識板 

７１ ０６０１００５－３１０６－７６０００５１ 案内・標識板 

７２ ０６０１００６－３１７８－７５０００２３ 組立式ユニット 

７３ ０６０１００６－３１７８－１８００００５ 組立式ユニット 

７４ ０７０２０４０－７００１－０３０００８４ 軽四輪貨物自動車 

７５ １００１００１－３７０２－７５０００２２ ボート 

７６ １１０１００１－３７６０－８５００６０９ 参考書 

 


